
茨城県環境保全型農業直接支払交付金実施要領 

 

 

第１ 趣旨 

１ 本県農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業 

者が農業を継続できる環境を整え、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進す 

ることが必要である。 

特に、環境問題に対する県民の関心が高まる中、今後とも自然環境と調和した営 

農活動の取組を進め、環境保全型農業の取組を県内の隅々にまで広げるとともに、

地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献し、より環境保全に効果の高い営

農活動の普及を図っていく必要がある。このため、県は、環境保全型農業に取り組

む農業者団体等に対する支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金」を実施する。

この要領は、環境保全型農業直接支払交付金の実施について次に定めるもののほか、

必要な事項を定める。 

（１）農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成26年法律第78号） 

（２）環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農産第

3817 号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。） 

（３）環境保全型農業直接支払交付金実施要領（平成 23年 4 月 1日付け 22 生産第

10954 号農林水産省生産局長通知。以下「国要領」という。） 

（４）日本型直接支払推進交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農振第 3021

号農林水産事務次官依命通知。以下「推進要綱」という。） 

（５）日本型直接支払推進交付金実施要領（平成 28 年 4 月 1 日付け 27生産第 2855

号農林水産省生産局長・27 農振第 2219 号同省農村振興局長連名通知。以下「推

進要領」という。） 

 

第２ 環境保全型農業直接支払交付金 

１ 対象者及び事業要件 

対象者は国要領第１に記載される農業者団体等であり、交付金の支援対象となる

農業者の要件及び事業要件は、同要領第２及び第３に掲げられているとおりである。

また、交付金の交付の算定の対象となる農地は、国要綱別紙第１の３のとおりであ

る。 

本交付金は、要件を満たした対象者に対して、対象となる農地における対象活動

を、取組面積に応じて農業者団体等に対して交付するものである。 

 

２ 対象活動及び交付単価 

 支援の対象となる農業生産活動は、国要綱別紙第１の４（１）から（７）までに



掲げる取組であって、各取組の要件は国要領第４のとおりである。交付単価は別紙

１のとおりとする。 

 

３ 実施期間 

本事業の実施期間は令和７年度から令和 11 年度までの５年間とする。 

 

４ 事務手続き 

（１）事業計画認定の報告 

市町村長は、農業者団体等が国要領第８の１に基づき事業計画を提出する際

には、「事業計画」及び「営農活動計画書」（国要領共通様式第２号及び第３号）

について必要な指導及び調整を行うものとし、国要領第８の２に基づき事業計

画の認定を行った際には、様式第１号に事業計画及び営農活動計画書の写しを

添付し、すみやかに次に掲げる書類をその市町村を管轄する農林事務所長（以

下「所長」という。）に提出するものとする。 

    ア 多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定の申請について（国要領共通

様式第１号）の写し 

イ 多面的機能発揮促進事業に関する計画（国要領共通様式第２号）の写し 

ウ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する活動計画書（国要領共通様 

式第３号）の写し 

（２）事業計画の変更 

市町村長は、国要領第８の３（１）に基づき国要綱別紙第２の１（４）アか

らキに定める重要な内容の変更について認定を行った場合は、様式第２号に変

更後の事業計画書等の写しを添えて、所長に提出するものとする。 

 

５ 実施状況の確認 

（１）国要領第８の４（１）に定める実施状況の報告を受けた市町村長は、国要領

第８の５（１）イに基づき、必要に応じて、技術的な観点に基づく実施状況の

確認を様式第３号により所長に要請することができる。 

（２）（１）の要請があった所長は、担当職員の派遣を行うものとする。 

（３）（２）により担当職員の派遣を行った所長は、その結果を様式第４号により

市町村長に通知するとともに、その写しを知事に提出するものとする。 

（４）市町村長は、農業者団体等から提出された「みどりチェック」チェックシー

ト（国要領様式第 15 号。以下「チェックシート」という。）において、実施状

況欄及び翌年度の取組計画欄の全ての項目にチェックされていることを確認

した上で、次項に規定する実施状況の取りまとめ報告書にチェックシートの写

しを添付し、所長に提出しなければならない。 



ただし、農業者団体等がGAP認証等を取得している場合は、この限りではない。 

 

６ 実施状況の取りまとめ 

 （１）市町村長は、国要領第８の６（１）に基づく実施状況の取りまとめについて、

国要領様式第９号により２月 15 日までに所長に報告するものとする。 

  （２）（１）により実施状況の取りまとめの報告があった所長は、その内容を点検

評価し、管内市町村について国要領様式第 10 号により取りまとめ、様式第５

号とともに、２月 20 日までに知事に報告するものとする。 

 

 ７ 抽出検査 

   国要領第８の７（１）に規定された抽出検査については、次の手順に基づき実施

するものとする。 

（ア）所長は、国要領第８の７（１）に基づく抽出検査を、原則、毎年度実施す

るものとする。 

  （イ）所長は、様式第６号により、当該年度の抽出検査の計画を作成し、11 月末

までに、知事に提出するものとする。 

  （ウ）計画の提出を受けた知事は、関東農政局と連携し、抽出検査の実施につい

て必要な調整を行うものとする。 

 （エ）所長は、抽出検査の結果を様式第７号により２月 15 日までに市町村長に

通知するとともに、その写しを知事に報告するものとする。 

 

 ８ 実施結果の報告 

（１）市町村長は、国要領第 13 の２に基づく実施結果の報告について、その内

容を点検評価し、国要領様式第９号により、翌年度の５月 15 日までに、所

長に提出するものとする。 

（２）（１）の報告のあった所長は、その内容を点検評価し、様式第８号により、

５月 20 日までに、知事に提出するものとする。 

 

９ 県の交付金の交付額の調整 

（１）国要領第８の２に基づき認定が行われた農業者団体等の交付申請額（農業

者団体等の作成する事業計画における対象活動の取組面積（以下「申請面積」

という。）に相当する県の交付金の交付額をいう。）の茨城県の総額が、茨城

県の予算額を上回る場合は、国要領別記４に準じ交付金の交付額について調

整するものとする。 

（２）申請者の交付申請額の茨城県の総額が、茨城県の予算額の範囲内であって

も、国要領別記４により、国の交付額の調整が行われた場合の交付額につい



ては、知事が別に定め調整するものとする。 

 

10 その他 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

 

第３ 環境保全型農業直接支払推進交付金 

１ 交付金の内容 

（１）推進要綱に基づき、環境保全型農業直接支払交付金に係わる事業（以下「事 

業」という。）の推進を目的とし、事業の実施を推進する市町村に対し、必要な 

経費を予算の範囲内で交付する。 

（２）環境保全型農業直接支払推進交付金（以下「推進交付金」という。）の交付

対象となる経費は、別紙２のとおりとする。 

 

２ 事務手続き 

  （１）計画の承認 

ア 推進交付金を受けようとする市町村長は、推進要綱第５の３の規定に基づ

き日本型直接支払推進交付金市町村推進事業実施計画（以下「推進計画」と

いう。）を作成し、様式第９号により所長に申請するものとする。 

    イ 推進計画の提出のあった所長は、その内容が適切であるか審査するものと

し、適当であると認められるときは、それを承認し、様式第 10 号により、

当該市町村長に通知するものとする。 

ウ イで承認を行った所長は、様式第 11 号に当該計画の写しを添えて、知事

に提出するものとする。 

     

  （２）計画の変更 

    ア （１）で計画の承認を受けた市町村長は、以下の（ア）から（カ）までに

掲げる重要な変更が生じた場合には、様式第 12号により、所長に提出し、

その承認を受けるものとする。 

（ア）事業実施主体の変更 

（イ）事業種目の変更 

（ウ）事業実施場所の変更 

（エ）事業量の 30％を超える減 

（オ）事業種目ごとに事業費の 30％を超える減 

（カ）事業実施主体ごとに事業費の 30％を超える減 

    イ アにより、計画の変更の申請を受けた所長は、その内容を審査し、適当で 



あると認められるときは、それを承認し、様式第 13 号により、当該市町村長 

に通知するものとする。 

    ウ イで承認を行った所長は、様式第 14 号に当該計画の写しを添えて、知事 

に提出するものとする。 

  エ （１）で計画の承認を受けた市町村長は、（ア）から（カ）までに定める 

変更以外の変更があったときは、遅滞なく、その旨を所長に届け出るものと 

する。 

 

３ 事業の着手 

（１）事業の実施については、原則として交付決定後に着手するものとする。ただ

し、事業の円滑な実施を図るため、交付決定前に着手する必要がある場合にあ

っては、市町村長は、あらかじめ、所長の適正な指導を受けた上で、その理由

を明記した交付決定前着手届を様式第 15 号により、所長に提出するものとす

る。 

（２）（１）のただし書きにより、交付決定前に着手する場合においては、市町村長

は、事業の内容が的確となり、かつ交付金の交付が確実となってから、着手す

るものとする。また、この場合において、市町村長は、交付決定までに発生し

たあらゆる損失について自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。 

（３）（１）により、交付決定前着手届を受理した所長は、その写しを知事に提出す

るものとする。 

 

４ その他 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

付 則 

 令和２年４月 14 日、この要領を制定する。 

付 則 

令和２年５月 12日、この要領の全部を改正する。 

付 則 

 令和３年５月 17 日、この要領を施行する。ただし、令和３年４月１日から適

用する。 

付 則 

令和４年６月 10 日、この要領の一部を改正する。ただし、令和４年４月１日

から適用する。 

    付 則 
        令和５年５月 16 日、この要領の一部を改正し、改正後の要領は令和５年度の 



   事業から適用する。 
付 則 
  令和６年５月 10 日、この要領の一部を改正し、改正後の要領は令和６年度の 
事業から適用する。 
付 則 
 令和７年４月 11 日、この要領の一部を改正し、改正後の要領は令和７年度の 
事業から適用する。 
付 則 
 令和８年４月 21 日、この要領の一部を改正し、改正後の要領は令和８年度の 
事業から適用する。 

 



（別紙１） 

対象取組 
国の交付金と一体的に県及び市町村が交付する交付金

を加えた交付金の10アール当たりの単価 

５割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組

み合わせた取組 
３，６００円 

５割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組 ５，０００円 

５割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組 ５，０００円 

５割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組 取組により以下のとおり 

 雑穀・飼料作物以外 ４，０００円 

 雑穀・飼料作物 ２，０００円 

有機農業の取組 取組により以下のとおり 

  雑穀・飼料作物以外（※炭素貯蓄効果の高い有機農業） １６，０００円 

  雑穀・飼料作物以外 １４，０００円 

  雑穀・飼料作物 ３，０００円 

取組拡大加算 ４，０００円 

※ 土壌診断を実施した上で、炭素貯蓄効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれか１つ以上を行う場合 

 

 



（別紙２） 

費目 細目 内容 

旅費 調査等旅費 ・事業の推進・指導、確認事務、各種会議及び調査等に要

する旅費 

委員等旅費 ・会議等において助言等を行う外部専門家への旅費 

諸謝金  ・活動に対する指導・助言及び手引きの作成等に要する外

部専門家等に対する謝礼に必要な経費 

・都道府県に設置された第三者委員会等の会議において

助言等を行う外部専門家への謝礼に必要な経費 

・環境保全効果調査等に協力する農業者団体等に対する

謝礼に必要な経費 

委託費  ・都道府県、市町村及び推進組織が実施する取組の一部を

他のものに委託する場合における当該委託に要する経

費 

事務費 通信運搬費 ・事業の通信、郵送等に必要となる経費 

使用料 ・各種会議等を開催する場合の会場費 

・調査等に要する事務機器等（パソコン等）のリース料等

（保守・点検費を含む。） 

・自動車の使用料等 

印刷製本費 ・各種会議、推進・指導等に必要な資料等の印刷製本に要

する経費 

消耗品費 ・短期間又は一度の使用によって消費され、その効用を失

う少額な物品の経費、少額な記録媒体、自動車等の燃料

費、光熱水費等 

報酬・給与・職

員手当 

・事業に直接必要となる正規職員の超勤及び会計年度任

用職員の給与等 

共済費 ・会計年度任用職員の給与等に係る社会保険料、児童手当

拠出金及び退職金共済掛金 

通勤費 ・直接新たに雇用した者に支払う通勤経費 

雑役務費 ・交付対象農用地に関するデータ等の収集・整理等 

・事業運営システムの整備・改良等 

その他 ・事業に直接必要となるその他の経費 

 


